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令和６(2024)年
６月21日(金)
第515号

規 則
栃木県規則第35号
　栃木県産業技術センター設置、管理及び使用料条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。
　　令和６年６月21日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　　　栃木県産業技術センター設置、管理及び使用料条例施行規則の一部を改正する規則
　栃木県産業技術センター設置、管理及び使用料条例施行規則（平成15年栃木県規則第２号）の一部を次のよ
うに改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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改　　　正　　　後 改　　　正　　　前

別表第２（第12条関係）
１　栃木県産業技術センター
⑴　略
⑵　材料処理機器類

名 称 使 用 料

遠心分離機 略

遠心分離機（食品
用）

１時間につき 50円

略

急速冷凍装置 略

減圧乾燥機 １時間につき 170円

略

樹脂埋込装置 略

食品乾燥機 １時間につき 270円

食品粉砕分級シス
テム

１時間につき 540円

試料切断機 略

真空凍結乾燥機
（食品用）

１時間につき 690円

水蒸気加熱装置 １時間につき 640円

略

パンオーブン 略

ブライン凍結機 １時間につき 370円

略

⑶～⑸　略
⑹　分析機器類

名 称 使 用 料

略

食物繊維分析装置 略

水分活性恒温測定
装置

１時間につき 500円

水分計 １時間につき 140円

略

⑺・⑻　略
⑼　その他

名 称 使 用 料

略

温度勾配増殖測定
装置

略

外観検査ＡＩシス
テム

１時間につき 330円

略

　２～５　略

別表第２（第12条関係）
１　栃木県産業技術センター
⑴　略
⑵　材料処理機器類

名 称 使 用 料

遠心分離器 略

略

急速冷凍装置 略

略

樹脂埋込装置 略

試料切断機 略

略

パンオーブン 略

略

⑶～⑸　略
⑹　分析機器類

名 称 使 用 料

略

食物繊維分析装置 略

略

⑺・⑻　略
⑼　その他

名 称 使 用 料

略

温度勾配増殖測定
装置

略

略

　２～５　略
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改　　　正　　　後 改　　　正　　　前

別表第２（第12条関係）
１　栃木県産業技術センター
⑴　略
⑵　材料処理機器類

名 称 使 用 料

遠心分離機 略

遠心分離機（食品
用）

１時間につき 50円

略

急速冷凍装置 略

減圧乾燥機 １時間につき 170円

略

樹脂埋込装置 略

食品乾燥機 １時間につき 270円

食品粉砕分級シス
テム

１時間につき 540円

試料切断機 略

真空凍結乾燥機
（食品用）

１時間につき 690円

水蒸気加熱装置 １時間につき 640円

略

パンオーブン 略

ブライン凍結機 １時間につき 370円

略

⑶～⑸　略
⑹　分析機器類

名 称 使 用 料

略

食物繊維分析装置 略

水分活性恒温測定
装置

１時間につき 500円

水分計 １時間につき 140円

略

⑺・⑻　略
⑼　その他

名 称 使 用 料

略

温度勾配増殖測定
装置

略

外観検査ＡＩシス
テム

１時間につき 330円

略

　２～５　略

別表第２（第12条関係）
１　栃木県産業技術センター
⑴　略
⑵　材料処理機器類

名 称 使 用 料

遠心分離器 略

略

急速冷凍装置 略

略

樹脂埋込装置 略

試料切断機 略

略

パンオーブン 略

略

⑶～⑸　略
⑹　分析機器類

名 称 使 用 料

略

食物繊維分析装置 略

略

⑺・⑻　略
⑼　その他

名 称 使 用 料

略

温度勾配増殖測定
装置

略

略

　２～５　略
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　　　附　則
　この規則は、令和６年７月１日から施行する。
　───────────────────────────────────────────────
栃木県規則第36号
　栃木県産業技術センター等手数料の額に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。
　　令和６年６月21日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　　　栃木県産業技術センター等手数料の額に関する規則の一部を改正する規則
　栃木県産業技術センター等手数料の額に関する規則（平成15年栃木県規則第20号）の一部を次のように改正
する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改　　　正　　　後 改　　　正　　　前

別表
栃木県産業技術センター手数料細目表

　１～６　略
　７　食品等の検査手数料
　　⑴　物性試験

ア　略
イ　機器を使用するもの
ア　略
イ　水分活性恒温測定装置によるもの

1,850円
ウ　略

⑵　略
⑶　外観検査ＡＩシステムによる試験

6,020円
　８・９　略

栃木県産業技術センター繊維技術支援セン
ター手数料細目表～栃木県産業技術センター
窯業技術支援センター手数料細目表　略

別表
　　　栃木県産業技術センター手数料細目表
　１～６　略
　７　食品等の検査手数料
　　⑴　物性試験

ア　略
イ　機器を使用するもの
ア　略
　

イ　略
⑵　略

　８・９　略
栃木県産業技術センター繊維技術支援セン
ター手数料細目表～栃木県産業技術センター
窯業技術支援センター手数料細目表　略

　　　附　則
　この規則は、令和６年７月１日から施行する。

（工業振興課）　
　───────────────────────────────────────────────

告 示
栃木県告示第346号
　令和６年度栃木県一般会計補正予算（第２号）については、令和６（2024）年６月14日成立したので、その
要領を次のとおり公表する｡
　　令和６（2024）年６月21日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　令和６年度栃木県一般会計補正予算（第２号）
　今回の補正予算は、那須雪崩事故に係る損害賠償に要する経費を計上するとともに、みかも自然の家に係る
ＰＦＩ事業費について金利変動等に伴い増額することとして編成したものである。

改　　　正　　　後 改　　　正　　　前

別表第２（第12条関係）
１　栃木県産業技術センター
⑴　略
⑵　材料処理機器類

名 称 使 用 料

遠心分離機 略

遠心分離機（食品
用）

１時間につき 50円

略

急速冷凍装置 略

減圧乾燥機 １時間につき 170円

略

樹脂埋込装置 略

食品乾燥機 １時間につき 270円

食品粉砕分級シス
テム

１時間につき 540円

試料切断機 略

真空凍結乾燥機
（食品用）

１時間につき 690円

水蒸気加熱装置 １時間につき 640円

略

パンオーブン 略

ブライン凍結機 １時間につき 370円

略

⑶～⑸　略
⑹　分析機器類

名 称 使 用 料

略

食物繊維分析装置 略

水分活性恒温測定
装置

１時間につき 500円

水分計 １時間につき 140円

略

⑺・⑻　略
⑼　その他

名 称 使 用 料

略

温度勾配増殖測定
装置

略

外観検査ＡＩシス
テム

１時間につき 330円

略

　２～５　略

別表第２（第12条関係）
１　栃木県産業技術センター
⑴　略
⑵　材料処理機器類

名 称 使 用 料

遠心分離器 略

略

急速冷凍装置 略

略

樹脂埋込装置 略

試料切断機 略

略

パンオーブン 略

略

⑶～⑸　略
⑹　分析機器類

名 称 使 用 料

略

食物繊維分析装置 略

略

⑺・⑻　略
⑼　その他

名 称 使 用 料

略

温度勾配増殖測定
装置

略

略

　２～５　略
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　補正予算の総額は、7,925万円の増額となり、既定予算が9,343億円であったので、補正後の予算総額は、
9,343億7,925万円となった。
　歳入及び歳出の補正額の内訳並びに主な事業の内容は、それぞれ次のとおりである｡
１　歳入 （単位　千円）

款
既 定 予 算 額

（Ａ）
補 正 額

（Ｂ）
補 正 後

（Ａ＋Ｂ）

１ 県 税 257,000,000 257,000,000

２ 地 方 消 費 税 清 算 金 102,328,000 102,328,000

３ 地 方 譲 与 税 41,100,000 41,100,000

４ 地 方 特 例 交 付 金 7,300,000 7,300,000

５ 地 方 交 付 税 148,100,000 148,100,000

６ 交通安全対策特別交付金 600,000 600,000

７ 分 担 金 及 び 負 担 金 3,548,907 3,548,907

８ 使 用 料 及 び 手 数 料 10,056,213 10,056,213

９ 国 庫 支 出 金 93,712,455 93,712,455

10 財 産 収 入 1,596,741 1,596,741

11 寄 附 金 60,786 60,786

12 繰 入 金 39,562,773 39,562,773

13 繰 越 金 1,150,000 79,250 1,229,250

14 諸 収 入 163,684,125 163,684,125

15 県 債 64,500,000 64,500,000

合 計 934,300,000 79,250 934,379,250

２　歳出 （単位　千円）

款
既 定 予 算 額

（Ａ）
補 正 額

（Ｂ）
補 正 後

（Ａ＋Ｂ）

１ 議 会 費 1,468,111 1,468,111

２ 総 務 費 40,890,292 40,890,292

３ 民 生 費 113,468,283 113,468,283

４ 衛 生 費 74,648,053 74,648,053

５ 労 働 費 2,052,523 2,052,523

６ 農 林 水 産 業 費 38,701,195 38,701,195

７ 商 工 費 153,707,492 153,707,492

８ 土 木 費 78,795,138 78,795,138

９ 警 察 費 46,426,686 46,426,686

10 教 育 費 178,845,588 79,250 178,924,838

11 災 害 復 旧 費 2,577,742 2,577,742
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12 公 債 費 98,347,697 98,347,697

13 諸 支 出 金 103,871,200 103,871,200

14 予 備 費 500,000 500,000

合 計 934,300,000 79,250 934,379,250

３　歳出（性質別） （単位　千円）

区 分
既 定 予 算 額

（Ａ）
補 正 額

（Ｂ）
補 正 後

（Ａ＋Ｂ）

１ 職 員 費 196,178,580 196,178,580

２ 公 共 事 業 費 56,697,435 56,697,435

３ 建 設 事 業 費 61,934,867 34,813 61,969,680

４ 公 債 償 還 費 98,347,697 98,347,697

５ 主 要 義 務 費 140,000,197 140,000,197

６ 税 交 付 金 等 103,871,200 103,871,200

７ 一 般 行 政 費 103,328,417 44,437 103,372,854

８ 受 託 事 務 費 1,234,810 1,234,810

９ 県 単 補 助 金 16,682,122 16,682,122

10 県 単 貸 付 金 148,028,903 148,028,903

11 災 害 復 旧 費 2,502,081 2,502,081

12 直 轄 事 業 負 担 金 5,493,691 5,493,691

合 計 934,300,000 79,250 934,379,250

部局別主要事業 （単位　千円）

事 業 名 予 算 額 説 明

〔教育委員会事務局〕
１ 那 須 雪 崩 事 故
 損 害 賠 償 費

44,437 　平成29年３月27日に那須郡那須町大字湯本地内において発生
した雪崩事故に係る損害賠償に要する経費

２ み か も 自 然 の 家
 整 備 運 営 費

34,813 　みかも自然の家の整備運営等に要する経費の補正
　（補正前） 487,322　→ （補正後） 522,135
　・ＰＦＩ事業費

（財政課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第347号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第54条第２項に規
定する指定自立支援医療機関を指定したので、同法第69条の規定により次のとおり公示する。
　　令和６（2024）年６月21日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
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名 称 所 在 地 開 設 者 名 指定年月日
自 立 支 援
医療の種類

ホロス那須塩原クリ
ニック

那須塩原市沓掛２-
17-８　ミコマーレ
１号室

村上　信行 令和６（2024）年
４月１日

精神通院医療

コスモス調剤薬局　
千渡店

鹿沼市千渡1099 株式会社コスモス薬品
代表取締役
横山　英昭

令和６（2024）年
４月１日

精神通院医療

花・花薬局　江川店 足利市江川町２-６-
27

株式会社エフアンドエフ
代表取締役
藤川　欣洋

令和６（2024）年
４月１日

精神通院医療

ウエルシア薬局　宇
都宮屋板町店

宇都宮市屋板町578-
647

ウエルシア薬局株式会社
代表取締役
田中　純一

令和６（2024）年
４月１日

精神通院医療

みどり薬局 佐野市伊賀町44 株式会社スマイルコネク
ト
代表取締役
多賀　雄一

令和６（2024）年
４月１日

精神通院医療

ハーブ薬局 足利市八幡町１-９-
10PLAZA　FSビル

エムシー関東株式会社
代表取締役
植竹　一雅

令和６（2024）年
４月１日

精神通院医療

ピノキオ薬局　桜中
央店

宇都宮市桜４-１-10 株式会社ピノキオ薬局
代表取締役
田中　友和

令和６（2024）年
４月１日

精神通院医療

ゆうき訪問看護ス
テーション

足利市栄町２-3372-
１

株式会社ねこの杜
代表取締役
田米開　裕樹

令和６（2024）年
４月１日

精神通院医療

訪問看護ステーショ
ンウェルフィング

宇都宮市松が峰１-
３-16グラン宇都宮
704

株式会社ウェルフィング
代表取締役
松本　文沙

令和６（2024）年
４月１日

精神通院医療

訪問看護ステーショ
ンしるく

下都賀郡壬生町落合
２-２-１パークサイ
ドＣ108号

株式会社しるく
代表取締役
深澤　亮

令和６（2024）年
４月１日

精神通院医療

うらら訪問看護ス
テーション

宇都宮市宝木町１-
46-６清雲荘１階Ａ

株式会社HEARTS AND 
LIVES
代表取締役
上原　美也子

令和６（2024）年
４月１日

精神通院医療

訪問看護ステーショ
ンたいよう

塩谷郡塩谷町玉生
838-１

株式会社Mother
代表取締役
福田　美香

令和６（2024）年
４月１日

精神通院医療

藤の花こころのクリ
ニック

足利市常見町２-８-
３

石井　惇史 令和６（2024）年
５月１日

精神通院医療
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ＭＥＤ　ＡＧＲＥＥ　
ＣＬＩＮＩＣ　もお
か

真岡市久下田1521-
５

医療法人ＡＧＲＩＥ
理事長
伊藤　俊一郎

令和６（2024）年
５月１日

精神通院医療

けやきクリニック 佐野市植下町1164-
４

一般社団法人黎明会
代表理事
原　拡邦

令和６（2024）年
５月１日

精神通院医療

県西在宅クリニック
足利

足利市福居町 979-
１

医療法人社団尽徳会
理事長
岩本　将人

令和６（2024）年
５月１日

精神通院医療

ウエルシア薬局　小
山西城南店

小山市西城南６-11-
６

ウエルシア薬局株式会社
代表取締役
田中　純一

令和６（2024）年
４月15日

精神通院医療

ウエルシア宇都宮テ
ラス調剤薬局

宇都宮市宮みらい
１-１宇都宮テラス
３Ｆ

ウエルシア薬局株式会社
代表取締役
田中　純一

令和６（2024）年
４月30日

精神通院医療

藤の花薬局 足利市常見町２-８-
４

エムシー関東株式会社
代表取締役
植竹　一雅

令和６（2024）年
５月１日

精神通院医療

ドレミ調剤薬局 宇 都 宮 市 岩 曽 町
1256-１

ONE　ROCK株式会社
代表取締役
伊谷野　哲夫

令和６（2024）年
５月１日

精神通院医療

訪問看護ステーショ
ンかえで田沼

佐野市山越町 238-
１

株式会社アクティ群馬
代表取締役
澤田　浩和

令和６（2024）年
５月１日

精神通院医療

快生堂薬局 大田原市野崎２-10-
４

阿部　純子 令和６（2024）年
４月16日

精神通院医療

とわい薬局 足利市朝倉町３-10-
６

株式会社RYSE
代表取締役
久保田　克紀

令和６（2024）年
６月１日

精神通院医療

アルファーム薬局　
土沢店

日光市土沢1352-10 株式会社アルファーム
代表取締役
田口　雅一

令和６（2024）年
６月１日

精神通院医療

ゼラニウム薬局　栃
木店

栃木市片柳町１-26-
21-１

合 同 会 社 Ｕ　style　
pharmacy
代表社員
上野　将明

令和６（2024）年
６月１日

精神通院医療

ミキ薬局　那須南店 那須烏山市中央３-
１-14

株式会社市山
代表取締役
石橋　弘忠

令和６（2024）年
６月１日

精神通院医療

訪問看護ステーショ
ン春日和大田原

大田原市紫塚３-
2641-30　ノースア
ベニュー紫塚Ⅱ105
号

株式会社ワールドステイ
代表取締役
笠原　徹

令和６（2024）年
６月１日

精神通院医療
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訪問看護ステーショ
ンえんじゅ宇都宮砥
上

宇都宮市下砥上町
1431-４

株式会社Ｔ.Ｓ.Ｉ
代表取締役社長
北山　忠雄

令和６（2024）年
６月１日

精神通院医療

クレア訪問看護ス
テーション

栃木市今泉町１-18-
17愛宕ハイツＡ101

合同会社ＥＭＩＲＩＺＥ
代表社員
中野　敏行

令和６（2024）年
６月１日

精神通院医療

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第348号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第64条の規定によ
り指定自立支援医療機関から次のとおり変更の届出があったので、同法第69条の規定により公示する。
　　令和６（2024）年６月21日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

名 称 所 在 地 開 設 者 名 変更年月日
自 立 支 援
医療の種類

訪問看護ひなた 宇都宮市峰３-23-10
プランタンハイツ峰
201（宇都宮市平松
本町362-２峰が丘ハ
イツ203）

合同会社ＩＴＧ
代表社員
板垣　美穂

令和６（2024）年
３月６日

精神通院医療

ひなた訪問看護ス
テーション

那 須 塩 原 市 鍋 掛
1091-43わかまつテ
ナント202号（那須
塩原市大黒町１-１）

合同会社ＨＩＮＡＴＡ
代表社員
串間　一彦

令和５（2023）年
１月25日

精神通院医療

ミント薬局　東峰店 宇都宮市東峰２-６-
10（宇都宮市東峰町
3080-41）

クラタ株式会社
代表取締役
川田　毅

令和６（2024）年
３月23日

精神通院医療

クスリのアオキ　平
松本町薬局

宇都宮市平松３-９-
38（宇都宮市都市計
画事業宇都宮大学東
南部第１土地区画整
理事業60街区１画地
２）

株式会社クスリのアオキ
代表取締役
青木　宏憲

令和６（2024）年
３月23日

精神通院医療

訪問看護ステーショ
ン鹿沼

鹿沼市千渡1110-１
（鹿沼市東町１-１-
１）

株式会社Bluebird
代表取締役
川田　雅一

令和４（2022）年
12月21日

精神通院医療

訪問看護ステーショ
ンあやめ宇都宮江川
（訪問看護ステー
ションあやめ宇都宮
瑞穂）

宇都宮市瑞穂１-26-
５ハイツプラネット
203号室

株式会社ファーストナー
ス
代表取締役
橋本　真奈歩

令和６（2024）年
６月１日

精神通院医療

※変更年月日欄を除く表中の（　）内は変更前のもの
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第349号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第65条の規定によ
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り次の指定自立支援医療機関がその指定を辞退したので、同法第69条の規定により公示する。
　　令和６（2024）年６月21日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

名 称 所 在 地 開 設 者 名 辞退年月日 自 立 支 援
医療の種類

鷲谷記念病院 宇都宮市下荒針町
3618

社会医療法人中山会
理事長
城守　貞章

令和６（2024）年
７月１日

精神通院医療

（障害福祉課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第350号
　国土調査法（昭和26年法律第180号）第６条第３項の規定により、次のとおり国土調査として指定したの
で、同条第５項の規定により次のとおり公示する。
　なお、調査地域を示す図面は、栃木県環境森林部森林整備課及び栃木県森林組合連合会に備え置いて縦覧に
供する。
　　令和６（2024）年６月21日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

調査を行う者の
名 称

調 査 区 域 成 果 の 名 称

栃木県森林組合
連合会

宇都宮市のうち富屋Ａ地区、城山Ａ地区、足利市
のうち名草Ａ地区、栃木市のうち出流Ａ地区、日
光市のうち落合Ａ地区、大田原市のうち須賀川Ｃ
地区、那須塩原市のうち高林Ｃ地区及び那須烏山
市のうち大木須Ｃ地区

令和６（2024）年４月17日から
令和７（2025）年３月31日まで

（森林整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第351号
　計量法（平成４年法律第51号）第19条第１項の規定により次のとおり特定計量器の定期検査を行うので、同
法第21条第２項の規定により公示する。
　　令和６（2024）年６月21日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　計量法施行令（平成５年政令第329号）第10条第１項第１号に掲げる特定計量器の定期検査（２の定期検
査を除く。）

区 域
期 日

場 所
年 月 日 時 間

令和６（2024）年９月３日
（火）

午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

那須塩原市若草町117-１
稲村公民館

令和６（2024）年９月４日
（水）

午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

令和６（2024）年９月５日
（木）

午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

令和６（2024）年９月６日
（金）

午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで
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那須塩原市 令和６（2024）年９月９日
（月）

午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

那須塩原市あたご町２-３
那須塩原市役所西那須野支所

令和６（2024）年９月10日
（火）

午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

令和６（2024）年９月11日
（水）

午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

令和６（2024）年９月12日
（木）

午前10時30分から正午まで及び
午後１時から午後２時30分まで

那須塩原市中塩原１-２
那須塩原市役所塩原支所

令和６（2024）年９月13日
（金）

午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

那須塩原市関谷448-４
那須塩原市観光振興センター

矢 板 市

令和６（2024）年９月17日
（火）

午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで 矢板市矢板106-２

矢板市生涯学習館令和６（2024）年９月18日
（水）

午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

令和６（2024）年９月19日
（木）

午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

矢板市泉526
泉体育館（旧泉中学校体育
館）

令和６（2024）年９月20日
（金）

午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

矢板市片岡2098-３
矢板市片岡公民館コミュニ
ティホール

那 珂 川 町

令和６（2024）年９月24日
（火）

午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

那珂川町馬頭555
那珂川町役場

令和６（2024）年９月25日
（水）

午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

令和６（2024）年９月26日
（木）

午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

那須烏山市

令和６（2024）年９月27日
（金）

午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで 那須烏山市野上703

野上体育館令和６（2024）年９月30日
（月）

午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

令和６（2024）年10月２日
（水）

午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

那須烏山市岩子６-１
南那須公民館

令和６（2024）年10月３日
（木）

午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

大田原市湯津上５-1081
大田原市役所湯津上支所

令和６（2024）年10月４日
（金）

午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

大田原市黒羽田町636-１
黒羽田町公園（たまち蔵屋
敷）

大 田 原 市
令和６（2024）年10月７日
（月）

午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

令和６（2024）年10月８日
（火）

午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで 大田原市美原１-１-４

勤労青少年ホーム令和６（2024）年10月９日
（水）

午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで
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令和６（2024）年10月10日
（木）

午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

那 須 町

令和６（2024）年10月23日
（水）

午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで 那須町寺子乙2567-10

那須町文化センター令和６（2024）年10月24日
（木）

午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

令和６（2024）年10月25日
（金）

午前10時30分から正午まで及び
午後１時から午後２時30分まで

那須町湯本199-14
那須町高原公民館

那須塩原市
矢 板 市
那 珂 川 町
那須烏山市
大 田 原 市
那 須 町

各区域の期日の初日から
令和６（2024）年12月20日
（金）まで（土曜日、日曜
日及び国民の祝日に関する
法律（昭和23年法律第178
号）に規定する休日を除
く。）

午前９時から正午まで及び
午後１時から午後４時まで

宇都宮市ゆいの杜１-５-64
栃木県計量検定所

２　特定計量器検定検査規則（平成５年通商産業省令第70号）第39条第１項の規定により特定計量器の所在の
場所で行う定期検査
　計量法施行令第10条第１項第１号に掲げる特定計量器の定期検査

区 域 期 日

那須塩原市、矢板市  令和６（2024）年９月24日（火）から同年12月20日（金）まで（土曜日、日
曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。）

那珂川町、那須烏山市  令和６（2024）年10月８日（火）から同年12月20日（金）まで（土曜日、日
曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。）

大田原市、那須町  令和６（2024）年10月29日（火）から同年12月20日（金）まで（土曜日、日
曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。）

（産業政策課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第352号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を開始する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、令和６（2024）年６月21日から同年７月22日まで
一般の縦覧に供する。
　　令和６（2024）年６月21日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日

67 主 要 地 方 道
藤 原 宇 都 宮 線

塩谷郡塩谷町大字東房字ヒロ田104-１から
塩谷郡塩谷町大字東房字ヒロ田760まで

令和６（2024）年
６月21日

325 主 要 地 方 道
宇都宮船生高徳線

塩谷郡塩谷町大字船生字道谷原6082-26から
塩谷郡塩谷町大字船生字道谷原6082-128まで

令和６（2024）年
６月21日

（道路保全課）　
　───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　○土地改良区役員の退就任
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　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定により、次のとおり土地改良区の役員について退
任及び就任の届出があったので、同条第18項の規定により公告する。
　　令和６（2024）年６月21日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

土 地
改 良 区 名 役職名 退 任 役 員

氏 名
就 任 役 員
氏 名 住 所 退 任

年 月 日
就 任
年 月 日

石 関
土地改良区 理　事 植木　清一 矢板市石関362

令 和 ６
（2024）.
３.31

〃 分田　勝俊 　〃　〃　237-４ 〃

〃 神山　住雄 　〃　〃　663-２ 〃

〃 関谷　昌宏 　〃　〃　258
令 和 ６
（2024）.
４.１

〃 岡崎　一仁 　〃　〃　482 〃

〃 富川　成美 　〃　〃　244 〃

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○栃木県収入証紙売りさばき場所の変更
　栃木県収入証紙条例（昭和25年栃木県条例第46号）第10条の規定により、栃木県収入証紙売りさばき場所の
変更について、次のとおり届出があったので、同条例第14条の規定により公告する。
　　令和６（2024）年６月21日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

変更年月日 変更後の売りさばき場所 変更前の売りさばき場所 氏 名 又 は 名 称

令和６（2024）年
６月４日

小山市大字出井1035-18
ファミリーマート小山新４号
バイパス店

（新規） 大輪　潤一郎

（会計局会計管理課）　
　───────────────────────────────────────────────

教 育 委 員 会
栃木県教育委員会告示第２号
　博物館法（昭和26年法律第285号）第15条第２項の規定により、次のとおり博物館に係る登録事項の変更登
録をしたので公示する。
　　令和６（2024）年６月21日

栃木県教育委員会教育長　　阿 久 澤　　真　　理　　
１　博物館の名称及び所在地
　　益子陶芸美術館　益子町大字益子3021番地
２　登録年月日及び登録番号
　　平成15（2003）年１月22日　公博第10号
３　変更登録事項
　博物館の名称
　変更前　陶芸メッセ・益子
　変更後　益子陶芸美術館
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（生涯学習課）　
　───────────────────────────────────────────────

選挙管理委員会
栃木県選挙管理委員会告示第24号
　公職選挙法（昭和25年法律第100号）第161条第１項第３号の規定に基づく個人演説会、政党演説会又は政党
等演説会の施設を指定した旨、次のとおり報告があったので、同条第４項の規定により告示する。
　　令和６（2024）年６月21日

栃木県選挙管理委員会委員長　　金　　田　　尊　　男　　

選 挙 管 理 委 員 会 名 指 定 し た 施 設 の 名 称 指 定 し た 施 設 の 所 在 地

矢板市選挙管理委員会 矢板市文化スポーツ複合施設 矢板市末広町49-１

　───────────────────────────────────────────────


